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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維通路（６）内でコンベヤベルト（２）が移送方向（１２）に移送可能であり、コン
ベヤベルト（２）の横断面輪郭を設定する、コンベヤベルト（２）をガイドするガイド装
置（８）が設けられており、繊維通路（６）の繊維供給領域（Ｚ）内のコンベヤベルト（
２）が湾曲した横断面輪郭を備え、この繊維供給領域（Ｚ）において繊維は負圧によりコ
ンベヤベルト（２）に吸着される、繊維通路（６）を有するタバコ加工産業の吸着ストラ
ンドコンベヤ（１）において、
　コンベヤベルト（２）上又はコンベヤベルト（２）に沿って構成可能なストランド（１
６）の剥離領域（２０）内のコンベヤベルト（２）の横断面輪郭が、若干湾曲したものか
ら真直ぐなものになっていることを特徴とする吸着ストランドコンベヤ。
【請求項２】
　吸着ストランドコンベヤ（１）の第１の領域内の横断面輪郭が、第２の領域内よりも大
きな半径を有することを特徴とする請求項１に記載の吸着ストランドコンベヤ。
【請求項３】
　湾曲が、部分円又は部分楕円を構成することを特徴とする請求項１又は２に記載の吸着
ストランドコンベヤ。
【請求項４】
　入口フィンガ（２６）がコンベヤベルト（２）上で構成されるストランド（１６）をコ
ンベヤベルト（２）から剥離させるように、剥離領域（２０）内の吸着ストランドコンベ
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ヤ（１）が、サイジング装置（２２）の入口フィンガ（２６）と協働し、剥離領域（２０
）内の入口フィンガ（２６）が、吸着ストランドコンベヤ（１）の移送方向（１２）に対
して横に真直ぐに形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の
吸着ストランドコンベヤ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載の吸着ストランドコンベヤ（１）又は請求項１～４
のいずれか１つに記載の吸着ストランドコンベヤ（１）と、吸着ストランドコンベヤ（１
）との作用領域内に吸着ストランドコンベヤ（１）の移送方向（１２）に対して横に真直
ぐなエッジを備えるサイジング装置（２２）の入口フィンガ（２６）の組み合わせを有す
るタバコ加工産業のストランド製造機。
【請求項６】
　以下の方法ステップ、即ち、
－繊維供給領域（Ｚ）内のコンベヤベルト（２）が湾曲した横断面輪郭を少なくとも部分
的に備え、吸着ストランドコンベヤ（１）の繊維供給領域（Ｚ）内で吸着ストランドコン
ベヤ（１）のコンベヤベルト（２）上に繊維を供給し、繊維供給領域（Ｚ）において繊維
は負圧によりコンベヤベルト（２）に吸着されるステップと、
－排出領域（２０）内のコンベヤベルト（２）の横断面輪郭が若干湾曲したものから真直
ぐなものになるように形成されており、供給された繊維を排出領域（２０）の方向（１２
）に移送するステップと
を有するタバコ加工産業のストランド（１６）を製造するための方法。
【請求項７】
　横断面輪郭が、湾曲したものから若干湾曲したもの又は真直ぐなものになるように移送
方向に少なくとも部分的に連続して変化することを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　吸着ストランドコンベヤ（１）の第１の領域内の横断面輪郭が、第２の領域内よりも大
きな半径を有することを特徴とする請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　湾曲が、部分円又は部分楕円を構成することを特徴とする請求項６～８のいずれか１つ
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、繊維通路内でコンベヤベルトが移送方向に移送可能であり、コンベヤベルト
の横断面輪郭を設定する、コンベヤベルトをガイドするガイド装置が設けられており、繊
維通路の繊維供給領域内のコンベヤベルトが湾曲した横断面輪郭を備える、繊維通路を有
するタバコ加工産業の吸着ストランドコンベヤに関する。本発明は、更に、タバコ加工産
業のストランド、特にフィルタストランド又はタバコストランドを製造するための方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１から、タバコストランドを製造するための方法及び装置が公知である。シガ
レットストランドの製造用のタバコストランドを製造するための装置は、ストランド構成
ゾーンを通過する循環式のストランドコンベヤを備え、ストランド構成ゾーン内のストラ
ンドコンベヤは、ストランドを構成するために繊維を装入可能である。加えて、ストラン
ドコンベヤは、繊維ストランドを排出するための排出端を備える。ストランドコンベヤに
は、過剰分除去装置が付設されている。
【０００３】
　ストランドコンベヤの領域内に、少なくとも一部の繊維ストランドの少なくとも周囲部
分に沿って仕上がったストランドのストランド輪郭に応じた繊維ストランドの横断面輪郭
を発生させる手段が設けられている。そこで使用されるタバコベルトは、タバコ通路内を
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案内され、裏側が真空チャンバに付設されており、真空チャンバは、真空源と接続されて
おり、通気性の通路底部並びに通気性のタバコベルトによって誘引通風を生じさせる。供
給領域もしくはストランド構成ゾーン内で、タバコ繊維はタバコベルト上に供給され、誘
引通風によってタバコベルトに保持される。タバコベルトは、少なくとも近似的に製造さ
れるシガレットストランドの横断面輪郭の一部に相当する横断面輪郭を備える。タバコス
トランドをタバコベルトから剥離させるために、タバコベルトの排出端もしくはタバコ通
路の顆粒にサイジング装置が設けられており、このサイジング装置は、タバコベルトの横
断面輪郭に適合させられ、かつ先行的に構成されたタバコストランドを接続するサイジン
グ装置に入れるために使用される入口フィンガを備える。
【０００４】
　但し、この装置は、横断面輪郭が湾曲した入口フィンガの仕上げ精度が極端に高くなけ
ればならないという欠点を有する。加えて、剥離領域もしくはサイジングベルトと入口フ
ィンガの作用領域内ではサイジングベルトと入口フィンガの比較的大きな摩耗を回避でき
ないので、比較的短い耐用年数しか可能でない。
【特許文献１】独国特許出願公開第３６　２７　０５７号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１　２８１　３２９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、繊維ストランドが吸着ストランドコンベヤによって予め成形される場
合でも長い耐用年数を可能にするタバコ加工産業の繊維ストランドを製造するための吸着
ストランドコンベヤと方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題は、コンベヤベルト上又はコンベヤベルトに沿って構成可能なストランドの剥
離領域内のコンベヤベルトの横断面輪郭が、若干湾曲したものから真直ぐなものになって
いることによって発展させた、繊維通路内でコンベヤベルトが移送方向に移送可能であり
、コンベヤベルトの横断面輪郭を設定する、コンベヤベルトをガイドするガイド装置が設
けられており、繊維通路の繊維供給領域内のコンベヤベルトが湾曲した横断面輪郭を備え
る、繊維通路を有するタバコ加工産業の吸着ストランドコンベヤにより解決される。
【０００７】
　コンベヤベルト上で構成可能なストランドの剥離領域内のコンベヤベルトの横断面輪郭
が、若干湾曲したものから真直ぐなものもでになっており、この場合、真直ぐな横断面輪
郭が好ましいという措置によって、入口フィンガの仕上げは非常に簡単になり、従来技術
の課題は、横断面輪郭が湾曲した入口フィンガによって、特に入口フィンガの湾曲したフ
ロントエッジによってもはや生じない。これにより、コンベヤベルトの入口フィンガの作
用領域内の摩耗は非常に少なくなるので、長い耐用年数が達成可能である。小さな湾曲は
、本発明の枠内で、繊維通路の繊維供給領域内の湾曲と比べたものと理解すべきである。
特に、コンベヤベルトの横断面輪郭は、コンベヤベルトの移送方向に対して横に湾曲して
いるか、真直ぐである。本発明の枠内で、コンベヤベルトの概念には、吸着ベルトの概念
も含まれる。
【０００８】
　優れたことに、吸着ストランドコンベヤの第１の領域内の横断面輪郭は、コンベヤベル
トの周縁部だけが湾曲している。吸着ストランドコンベヤの第１の領域は、コンベヤベル
トの移送方向で繊維供給領域の上流としてもよいが、繊維供給領域の開始部でもよい。第
１の領域は、コンベヤベルトの移送方向で繊維供給領域の下流としてもよいが、コンベヤ
ベルト上で構成される繊維ストランドの剥離領域の直前及び／又は剥離領域内が優れる。
【０００９】
　コンベヤベルトの横断面輪郭は、優れたことに吸着ストランドコンベヤの第２の領域内
では全体が湾曲している。第２の領域は、優れたことに繊維供給領域もしくは繊維供給領
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域の本質的な領域、例えば繊維供給領域の少なくとも３分の２のところであり、この場合
、繊維供給領域の３分の２のところには、繊維供給領域の下流の部分が含まれている。優
れたことに、湾曲は、部分円又は部分楕円を構成する。この場合、繊維ストランドには、
シガレット又はフィルタストランドの横断面を円形又は楕円形にすることができるある様
式の予備成形を課すことが可能である。
【００１０】
　更に、特許文献１の図５及び６の形成に相応に、繊維ストランドのコンベヤベルトとは
反対側での繊維ストランドの予備成形を可能にする過剰分除去装置もしくはそこに挙げら
れた過剰分除去装置ユニットを設けることは好ましい。相応の過剰分除去装置もしくは装
置ユニットを形成するための開示に関しては、特許文献１を参照されたい。
【００１１】
　優れたことに、入口フィンガがコンベヤベルト上で構成されるストランドをコンベヤベ
ルトから剥離させるように、繊維ストランドの剥離領域内の吸着ストランドコンベヤが、
サイジング装置の入口フィンガと協働し、剥離領域内の入口フィンガは、吸着ストランド
コンベヤの移送方向に対して横に少なくとも部分的に真直ぐに形成されている。
【００１２】
　この場合、剥離は、真空の作用の停止もしくは終了、並びに入口フィンガによる繊維の
誘導もしくは送りと、遠心力及び繊維の質量慣性の協働によって行なわれる。
【００１３】
　優れたことに入口フィンガは真直ぐなエッジを備え、このエッジの入口フィンガの側は
、コンベヤベルトの移送方向の上流に位置し、優れたことに移送方向に対して本質的に垂
直でコンベヤベルトの横断面輪郭に対して本質的に平行にこの箇所に配設されている。
【００１４】
　優れたことに、入口フィンガのエッジもしくは入口フィンガは、コンベヤベルトの移送
方向に対して横に少なくともコンベヤベルトと同じ幅であるので、コンベヤベルトに付着
した全ての繊維を効果的に剥離させることができる。
【００１５】
　本発明によれば、前段で本発明によりもしくは好ましい実施形として説明した吸着スト
ランドコンベヤと、吸着ストランドコンベヤとの作用領域内に吸着ストランドコンベヤの
移送方向に対して横に真直ぐなエッジを備えるサイジング装置の入口フィンガの組み合わ
せが設けられている。
【００１６】
　本発明によれば、前段で本発明によりもしくは好ましいものとして説明した吸着ストラ
ンドコンベヤ又は前段で説明した本発明による組み合わせを有するタバコ加工産業のスト
ランド製造機が設けられている。
【００１７】
　課題は、更に、以下の方法ステップ、即ち、
－繊維供給領域内のコンベヤベルトが湾曲した横断面輪郭を少なくとも部分的に備え、吸
着ストランドコンベヤの繊維供給領域内で吸着ストランドコンベヤのコンベヤベルト上に
繊維を供給するステップと、
－排出領域内のコンベヤベルトの横断面輪郭が若干湾曲したものから真直ぐなものになる
ように形成されており、供給された繊維を排出領域の方向に移送するステップと
を有するタバコ加工産業のストランド、特にフィルタストランド又はタバコストランドを
製造するための方法によって解決される。
【００１８】
　本発明による方法により、効果的かつ長い耐用年数でタバコ加工産業のストランド、特
にフィルタストランド又はタバコストランドを製造することができる。特に、顆粒化物質
を有していたり有していなかったりする繊維、例えばモノマー繊維又は２成分繊維から成
るフィルタを製造するフィルタストランドの製造時には、真空に基づいた強い成形による
ストランド構成領域内での円形成形もしくは湾曲予備成形により、従来技術ではおそらく
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未だ仕上がったフィルタに見ることができるこれまで普通の角のある成形が回避される。
【００１９】
　優れたことに、横断面輪郭は、湾曲したものから若干湾曲したもの又は真直ぐなものに
なるように移送方向に少なくとも部分的に連続して変化する。
【００２０】
　優れたことに、吸着ストランドコンベヤの第１の領域内の横断面輪郭は、第２の領域内
よりも大きな半径を有する。最後に、優れたことに、湾曲は、部分円又は部分楕円を構成
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下で、図面に関連させた実施例を基にして一般的な発明思想を制限することなく本発
明を説明するが、本文に詳細に説明されてない本発明の全ての詳細に関しては、図面を参
照されたい。
【００２２】
　以下の各図で、それぞれ同じ又は同様の要素もしくは相応の部分は、同じ符号を備えて
いるので、相応の新たな紹介は省略する。
【００２３】
　図１は、本発明による吸着ストランドコンベヤ１の概略部分断面図を示す。吸着ストラ
ンドコンベヤ１は、側面図で図示されている。吸着ストランドコンベヤ１は、タバコ加工
産業のシガレットストランド製造機又はフィルタストランド製造機の一部である。移送要
素として、通気性の吸着ベルト２が、例えば多孔ベルト又は通気性の布製ベルトが設けら
れており、このベルトは、前方及び後方の転向ローラ３ａもしくは３ｂ並びにガイドロー
ラ４の周りを循環する。吸着ベルト２の下側ベルト部分２ａは、仕上がったストランドの
所望の輪郭に応じて丸みをつけた通気性の底部を部分的に有する繊維通路６内を案内され
ている。繊維通路６は、ガイド本体８内を真直ぐに延在する。ガイド本体８は、断面図で
図２ａ～２ｄに概略的に図示されている。
【００２４】
　ガイド本体８は、例えば全般的に本願の開示内容に収容されているべき特許文献２に従
って１つの部材から、好ましくは複数の部材から成っていてもよい。本発明の枠内で吸着
ベルト２はストランドコンベヤベルト又はコンベヤベルトと理解すべきであるが、その吸
着ベルト２に相当するいわゆるストランドコンベヤベルトを案内するための互いに隣接す
る個々の要素は、共にガイド本体として作用する。全体としてガイド本体８を構成するこ
とができる多数の比較的小さい個々の要素を使用することによって、個々の要素は割安で
あるが、それにもかかわらず非常に耐磨耗性に形成することができるという利点が得られ
る。その連続もしくは個々の要素は、吸着ベルトもしくは繊維通路のための表面を備える
が、この表面は、吸着ベルトが適合する相応の所望の形状を有することができるので、ガ
イド本体８の表面の輪郭に本質的に一致する吸着ベルトの本発明による横断面輪郭が得ら
れる。
【００２５】
　繊維通路６内を案内する吸着ベルト２の裏側に真空チャンバ９が付設されており、この
真空チャンバは、真空源１１と接続されており、通気性の通路底部並びに通気性の吸着ベ
ルト２によって誘引通風を生じさせる。吸着ベルト２は、矢印１２の方向に循環する。
【００２６】
　図示してない分配器からほぐされたもしくは個別化された繊維を矢印１４の方向に吸着
ベルト２に供給する、繊維もしくは繊維から成る混合物及びタバコストランド又はフィル
タストランドの別の構成要素を移送するための移送シャフト１３の開口部は、繊維ストラ
ンド１６がその十分な高さにまで供給されるストランド構成ゾーンＺを限定する。
【００２７】
　移送シャフト１３は、流動床コンベヤの端部とすることができる。
【００２８】
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　繊維通路６の形成、吸着ベルト２の下側ベルト部分のガイド、並びに必要な誘引通風を
生じさせる真空チャンバ９の配設を、図２ａ～２ｄが示す。
【００２９】
　繊維通路６の底部は、部分的に、すなわち特にストランド構成ゾーンＺの領域内を、Ｕ
字形に丸みを付けられているので、吸着ベルト２の下側ベルト部分２ａも、仕上がったフ
ィルタストランドの所望の輪郭となる。
【００３０】
　図１による装置の種々の横断面を概略的に図示する図２ａ～２ｄが示すように、真空チ
ャンバ９は、繊維通路６のほぼ全長に渡って延在し、吸着ベルト２の移送方向に対して横
に吸着ベルト２の少なくとも一部に付設されている。図２ａ～２ｃには、吸着ベルト２の
移送方向に対して横に真空チャンバ９が完全には吸着ベルト２の幅と同じ広さに達してい
ないことが図示されている。但し、吸着ベルト２の幅もしくは移送方向に対して横に吸引
通路もしくは真空チャンバ９が吸着ベルト全体をカバーすると見ることもできる。吸着ベ
ルト２が真空チャンバ９内に吸い込まれないように、吸気スリットもしくは吸気口を有す
るガイド本体８の通気性の底部７が設けられている。底部は、例えば孔が開けられている
。特許文献１に従って、真空が相応に設定可能に制御することができるようになっており
、例えば吸着ベルトのサイドストリップにセンタストリップから分けて吸気の作用を加え
る真空チャンバを設けることもできる。
【００３１】
　ストランド構成ゾーンＺの下流には、過剰なタバコ１６ａをタバコストランド１６から
除去する過剰分除去装置１９が配設されている。過剰分除去装置１９は、トリマともよば
れ、例えば１つ又は２つの円形カッタ２８を有し、この円形カッタは、回転するように形
成されており、その切断円は、過剰分を除去するためにストランドの領域内で接する。優
れたことに、円形カッタ２８は、仕上がったストランドの所望の輪郭の少なくとも一部に
少なくとも近似的に相応する横断面輪郭を過剰分を除去する際に繊維ストランドに与える
ように形成もしくは配設されている。相応の実施形が特許文献１に図示されている。
【００３２】
　吸着ベルト２もしくは繊維通路６の排出端２１は、繊維ストランドを矢印方向２３ａに
供給される被覆材料テープ２３、例えばシガレット紙テープ又はフィルタ紙テープで被覆
するサイジング装置２２の紙の入口の上に位置する。循環するサイジングベルト２４は、
被覆材料テープ２３とその上に載せられる繊維ストランド１６を入口フィンガ２６の下を
通してサイジング装置２２に移送し、僅かな予成形力しか加える必要がないので、繊維通
路の丸みを付けた底部７によって予め成形されたストランド輪郭がサイジング装置と被覆
材にストランドが入るのを容易にする。吸着ベルト２の真直ぐな横断面輪郭もしくはスト
ランド構成ゾーンＺ内の横断面輪郭と比べて若干湾曲した吸着ベルト２の横断面輪郭を短
時間設けることは、驚くほど問題ないが、これは、繊維が、真直ぐもしくは若干湾曲した
輪郭にさらされる速さもしくは短い時間の間ほとんど真直ぐもしくは若干湾曲した輪郭に
従わず、本質的に予め成形された湾曲した輪郭のまま残っているからである。この場合、
本発明によれば、図１で右に配設された真直ぐなエッジを有する通常の入口フィンガ２６
を設けることができ、この入口フィンガは、それ自身タバコ加工産業では公知であり、こ
のような入口フィンガとそれ自身吸着ストランドコンベヤ全体に渡って設けられた真直ぐ
な吸着ベルト２の横断面輪郭によるストランドを構成する技術は、非常に良好に開発され
ている。
【００３３】
　繊維ストランド１６は、過剰分を除去した後サイジング装置の入口領域で有利なことに
既に凹に成形された被覆材料テープ上に載せられるので、過剰分の除去時に繊維ストラン
ドが維持している横断面輪郭は、十分に維持されたままであり、加えるべき予成形作業の
低減によりサイジング装置の入るのを容易にする。
【００３４】
　負圧チャンバ９は、サイジング装置２２の入口領域の上で終了する。但し、サイジング
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装置は、転向ローラ３ａもしくは入口フィンガ２６の移送方向で上流のエッジ、即ち剥離
領域２０にまで延在する。転向ローラ３ａは、プレスローラとして形成してもよい。
【００３５】
　加えて、図１には圧縮手段３３が図示されているが、これは、例えばハウジング３４の
図示してないシリンダ状の収容部に回転可能に支承された図示してない回転式制御ディス
クから構成することができ、圧縮された部分をストランドに設けるために使用される。圧
縮装置３３の詳細な説明は、特許文献１から読み取ることができる。
【００３６】
　図２ａ～２ｃは、図１の種々の断面におけるガイド本体８の横断面図を示す。図２ａは
、切断線Ｅ－Ｅに沿った断面図を示す。これは、負圧チャンバ９の開始部を通る断面図で
ある。負圧チャンバ９内を相応の負圧が支配するので吸着ベルト２が密着する通気性の底
部７が図示されている。ガイド本体は、ここでは、吸着ベルト２が移送方向に対して横に
、もしくはその横断面輪郭が真直ぐに形成されるように形成されている。更に、図２ａに
は移送方向１２が図示されている。
【００３７】
　図２ｂは、切断線Ａ－Ａ及びＤ－Ｄに沿った概略断面図を示す。この場合、通気性の底
部７は既に湾曲した状態に形成されており、通気性の底部の側面、特に負圧によって作用
を受けない側面は、強く湾曲させることができる。湾曲の半径は、図２ｃによる湾曲と比
べて大きい。図２ｂ及び２ｃでは、部分円状の輪郭が設けられている。この場合、Ａ－Ａ
によって図示された断面の移送方向で比較的直ぐ後に、Ｂ－ＢもしくはＣ－Ｃに沿った断
面を図示すべき図２ｃにより概略的に図示された横断面輪郭が続く。ここには、ガイド本
体８の半円形の通気性の底部７が図示されており、これにより、吸着ベルト２の半円形の
横断面輪郭が得られる。
【００３８】
　図２ｄは、切断線Ｆ－Ｆに沿った概略断面図を示す。その前の断面におけるような不圧
チャンバ９がもはや存在しない。加えて、ガイド本体８の底部７’は、この箇所ではもは
や通気性を有しておらず、横断面輪郭が再び真直ぐに形成されている。
【００３９】
　本発明による装置と本発明による方法により、タバコ及びフィルタ繊維から成る繊維ス
トランドは効果的に製造することができる。入口フィンガ２６による繊維ストランドの引
渡しの領域では、その前よりも若干湾曲するように、優れたことに真直ぐに形成されてお
り、これにより、効果的で簡単な材料の引渡しが可能である。これにより、吸着ベルト２
を転向させることは、簡単に可能である。加えて、スクレーパとして形成してもよい入口
フィンガ２６は、機能技術と比べて変更することができず、これにより、成りにくい形状
が生じる。繊維巣地ランドは、吸着ストランドコンベヤからは成れた直後に、サイジング
装置内で円形又は楕円形に成形される。吸着ベルト２の横断面輪郭が真直ぐな区間は、優
れたことに非常に短く、例えば１０ｃｍよりも小さい。
【００４０】
　吸着ベルト２の形状が一時的に変更されるにもかかわらず、繊維ストランドは、その構
築時の元の形状を留め、横断面輪郭が真直ぐな吸着ベルト上で構築する際よりも丸い繊維
ストランドが生じる。これにより、繊維ストランドの真円度に関して高い品質向上が得ら
れる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明による吸着ストランドコンベヤの概略部分断面図を側面図で示す。
【図２ａ】図１の切断線Ｅ－Ｅに沿った概略断面図を示す。
【図２ｂ】図１の切断線Ａ－Ａ及びＤ－Ｄに沿った概略断面図を示す。
【図２ｃ】図１の切断線Ｂ－Ｂ及びＣ－Ｃに沿った概略断面図を示す。
【図２ｄ】図１の切断線Ｆ－Ｆに沿った概略断面図を示す。
【符号の説明】
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【００４２】
　　１　　　　吸着ストランドコンベヤ
　　２　　　　吸着ベルト
　　２ａ　　　下側ベルト部分
　　３ａ　　　転向ローラ
　　３ｂ　　　転向ローラ
　　４　　　　ガイドローラ
　　６　　　　繊維通路
　　７　　　　通気性の底部
　　７’　　　非通気性の底部
　　８　　　　ガイド本体
　　９　　　　真空チャンバ
　　１１　　　真空源
　　１２　　　移送方向
　　１３　　　移送シャフト
　　１４　　　繊維移送方向
　　１６　　　繊維ストランド
　　１６ａ　　過剰な繊維
　　１９　　　過剰分除去装置
　　２０　　　剥離領域
　　２１　　　排出端
　　２２　　　サイジング装置
　　２３　　　被覆材料テープ
　　２３ａ　　矢印方向
　　２４　　　サイジングベルト
　　２６　　　入口フィンガ
　　２８　　　円形カッタ
　　３３　　　圧縮装置
　　３４　　　ハウジング
　　Ｚ　　　　ストランド構成ゾーン
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